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■自衛官候補生（男子） 
 資 格 日本国籍を有し、18 歳以上 27 歳未満の男子 
 受付期間 年間を通じて行っております。 
 試験期日 平成２８年１１月２０日（日）・２１日（月） 
 試験会場 自衛隊旭川地方協力本部(旭川市春光町)及び旭川駐屯地 
 
■高等工科学校生徒（一般） 
 資  格 日本国籍を有し、平成２９年４月１日現在、中卒(見込含む)１７歳未満の男子 
 受付期間 平成２８年１１月１日（火）～平成２９年１月６日（金） 
 試験期日 第１次試験：平成２９年１月２１日（土） 
 試験会場 陸上自衛隊旭川駐屯地(旭川市春光町) 
 
■お問合せ 自衛隊旭川地方協力本部 南地区隊 ☎０１６６－５４－５６１７ 
      総務財政課 担当：森田 ☎３５－２１１１ 

犬を飼っている方は、毎年 1 回の狂犬病予防注射を受けることが義務付けられています。（生
後９１日以上の犬が対象） 
 春に狂犬病予防注射を受けていない方は、この機会に受けて下さい。 
 また、犬の登録(生後 91 日以上の犬で飼い始めてから 30 日以内)も受付けておりますので、新
たに犬を飼われた方は、必ず登録をして下さい。 
 
■日 時 １０月２３日（日） １３：００から１６：００ 
■場 所 役場横車庫前(沼田消防署向い) 
■当日必要なもの 
    ・狂犬病予防注射料 ３，１１０円 
    ・新 規 登 録 料 ３，０００円 

※愛犬が既に死亡している場合は、下記お問合せ先にご連絡下さい。 
■お願い  
飼主はマナー（散歩中の犬のフン 及び 犬小屋周りのフンの後始末等）をお守り下さい、

歩行者やご近所の方に迷惑をかけることになります。 
 また、鎖から離れた犬は、沼田町をはじめ近隣各市町において、畜犬取締や野犬掃とうの対象
となりますのでご注意下さい。 
 
■お問合せ 住民生活課 生活環境グループ ☎３５－２１１５ 

平成２８年度自衛官候補生(男子)募集案内 

秋の狂犬病予防注射のお知らせ 

住宅の販売について 

沼田町では、移住定住の促進のため現在未利用となっている住宅１棟を土地付きで販売いた
します。販売物件及び条件等については次のとおりです。 
 
■販売物件 ・住  所  南一条３丁目８番４１号 

・建 築 年  昭和５４年 
・建物の構造及び面積 木造２階建・９７.73 ㎡ 
・敷地面積 ２６０.32 ㎡ 
・販売価格 １,１４５,４００円（税込） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
■応募資格 申請者自らが入居する住宅として使用する者で、下記のいずれにも該当しない者 
      ・成年被後見人又は被保佐人 
      ・破産者で復権を得ない者 
      ・未成年者 
      ・「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）」 

第２条第２号及び第６号に該当する者等 
      ・現住所地において市町村民税等の滞納がある者 
■応募締切 平成２８年１１月１１月（金） 
■申請方法 町の「譲渡申請書」に納税証明書等関係書類を添えて申請下さい。 
■費用負担 ・売買物件に係る契約及び登記費用は購入者の負担。 
      ・購入建物の改修及び整地など購入後に発生する経費は購入者の負担。 
■内 覧 会  建物内部をご覧いただく内覧会を開催いたします。 
      日 時 平成２８年１０月３０日（日） 午前１０時～正午まで 
      ※ご希望される方は１０月２８日（金）までにお申込みください。（電話可） 

また、応募者多数の場合は、応募者の現在のお住まいの状況や家族構成等を総合 
的に判断して決定します。 

■申込み・お問合せ 総務財政課 財務グループ 担当：前田、片岡 ☎３５－２１１１ 



キップ・定期券は、ＪＲ石狩沼田駅でお買い求め下さい。 

祝祭日を除く月～金の 7:20～13:40で販売中です。 

※9:00～9:30、11:20～12:30は窓口を閉めております。 
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■受講資格 技能検定試験の 1 級及び単一等級の合格者他 

■受付期間 平成 28 年 12 月 1 日（木）から 12 月 14 日（水） 

■実施期間 平成 29 年 1 月 16 日（月）から 3 月 3 日（金）までの内、10 日間程度（48 時間） 

■実 施 地  岩見沢、旭川、札幌 他 

■受 講 料  14,040 円（消費税込み） 

■教 材 費  テキスト及び問題集等、別途経費が掛かります。 

■定 員 全道で約 100 名を予定 

      希望者が多い場合は訓練業務につく方を優先的にするよう順位が定められており 

ますのでご了承下さい。 

■そ の 他  受講資格等について詳しいことは当協会までお問合せ下さい。 

■お問合せ・申込み  

滝川市流通団地 3 丁目 6 番 23 号（スキルアップセンター空知内） 

      空知地方技能訓練協会 ☎0125-24-1880 Fax0125-23-5261 

差押物件の合同公売会（オークション）を実施します。参加には印鑑（法人は代表者印）・運

転免許証などの身分証明書・買取代金（現金）が必要です。 

掘り出し物があります、皆さん是非お越し下さい。 

 

■場 所 札幌市東区北２７条東１６丁目１－１ 

北海道立札幌高等技術専門学院 体育館 

※地下鉄東豊線元町駅下車⇒１番出口から北方向へ徒歩４分 

■日 時 平成２８年１０月３０日（日）１２：００から 

■お問合せ 詳細については北海道札幌道税事務所 税務管理部 納税課にお問合せ下さい。 

☎０１１－２８１－７８７３ 

「人権心配ごと相談所」を開設します 

職業訓練指導員講習（48時間講習）受講者の募集について 

守られていますか？ あなたの人権。 

ひとりで悩まず、気軽に相談を!! 
■日  時  平成２８年 １０月２５日（火）1３：００から１５：００ 

■場  所  健康福祉総合センター「ふれあい」１階相談室 

■相 談 員  人権擁護委員・民生委員 

■そ の 他  当日は、電話相談も受け付けております。 

■お問合せ  保健福祉課 福祉グループ ☎３５－２１２０ 

 

○平成２８年度「人権心配ごと相談所」開設予定日 

 １２月２２日（木）・平成２９年２月２４日（金） 

 

北海道地方税等合同公売会（オークション）の開催のお知らせ 

１０月は不正軽油防止強化月間です 

・北海道は１０月を「不正軽油防止強化月間」と定め、道内各地でトラック等の燃料抜取調査を

実施します。不正軽油は犯罪です!! 

・混和軽油（軽油＋灯油や重油）や製造軽油（軽油以外の油から製造）など、不正軽油に関する

情報をお寄せ下さい。「不正軽油」を【使わない】・【買わない】・【作らない】・【売らない】 

・不正軽油は、脱税や環境汚染のほか、石油販売、建設、運輸等の業者間で市場競争の不公平化

にもつながっています。 

・道は不正軽油ストップ１１０番を開設しています。不正軽油と思われる情報があるときは、直 

ちにお電話下さい。 

■お問合せ 不正軽油ストップ 110 番 ☎０８００－８００２－１１０ 

      深川道税事務所課税係   ☎２３－３５７８ 

旭川弁護士会は、下記日程で巡回無料法律相談会を開催します。 

実際にまだ、法律問題にはなっていなくとも、心配事等がある場合には是非弁護士の無料相談

をご利用下さい。あらかじめ法律の知識を見つけておくことで重大なトラブルを回避できること

もあります。 

  

○１１月の相談会の日程 

■日 時  平成２８年１１月１０日（木） １４：００から１７：００ 

■場 所  沼田町健康福祉総合センター ふれあい相談室 

■相談料  無料です 

■ご予約・お問合せ 総務財政課 ☎３５－２１１１ 

  

 

※予約がない場合でも相談は受けられますが、予約された方が優先となりますので、ご了承下さ

い。 

巡回無料法律相談会のお知らせ 
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雪の科学館の雪室を利用しませんか？ 

エキノコックス症検診を受けましょう 

ディスポーザー設置に対する助成について 

今年度２回目のエキノコックス症検診を下記日程で実施いたします。検査費用は無料ですの

で是非、この機会に受診しましょう。 

 

■対 象 者   ① 小学校３年生以上で、過去 5 年間検診を受けていない方 

② 東予、更新、共成、高穂１、高穂２地区にお住まいの方 

※高校生以下の方は、必ず保護者の同伴をお願いします。 

■日 時 １１月２１日（月）１３：１５から１５：１５ 

※予約は不要です。ご都合のよい時間に直接受診してください。 

■場 所 町立沼田厚生クリニック（沼田町南１条３丁目７番２号） 

■料 金 無料 

■方 法 血液検査（採血のみのため、短時間で終わります。） 

■お問合せ 保健福祉課 健康グループ ☎３５－２１２０ 

雪室での農産物等の貯蔵を体験し、その効果を知っていただくことや、より良い貯蔵方法や

特産品開発のためのデータ取得を目的に、ゆめっくるに隣接しています「雪の科学館」の利用

者の募集を開始します。農産物や農産加工品の貯蔵や熟成などにご利用ください。ジャガイモ、

タマネギなどを貯蔵された方には、発芽が抑制されて長期保存ができ、更には甘味が増すなど

大変好評です。また、漬物や味噌なども酸化を抑制し、美味しくなると云われております。ぜ

ひ、皆さん自慢の農産物などを入れてみませんか。 

なお、利用にあたっては、別に定める利用要領に従って利用していただきます。 

 

■申請受付期間（第１回）：平成２８年１０月１３日（木）から１０月２７日（木） 

・利用希望者は、農業商工課に「雪の科学館使用許可申請書」を提出して下さい。 

・申請書には、預け入れを希望される品目、寸法（長さ×幅×高さ）、重量、荷姿（紙袋、ダ 

ンボール等）、数量等をご記入いただきます。 

・利用希望者が多い場合は、スペースの共有や抽選により選定させていただきます。 

・上記受付期間以降でも空きスペースがある場合は、随時、申請の受付をします。 

■利用期間：平成２８年１１月１日（火）から平成２９年９月２９日（金） 

・保管物の搬出入は平日の９：００から１７：００までとします。 

■庫内温度：２～５℃程度、 湿度 概ね９０％ 

■利用スペース：約１．６㎥ （間口 1.1m×奥行 1.6m）×高さ 90cm 以内  

※全５１区画。１件に１区画。但し、利用希望者が多い場合などは、他者の保存物とスペー 

スを共有いただくことがあります。 

■利用料金：無 料 

■注 意 点 

・異臭のするもの、腐敗しやすいものは持ち込まないで下さい。 

・利用期間中に腐敗したものや終了時には、すみやかに引き取っていただきます。 

■お問合せ 農業商工課 ☎３５－２１１４（内線２４４） 

１０月は土地月間です 

毎年１０月を「土地月間」と定め、全国的に啓蒙活動を行っています。 

 一定面積以上の大規模な土地売買などの契約には、国土利用計画法に基づく届出が必要になり

ます。詳しくは、農業商工課（☎３５－２１１４）へお問合せ下さい。 
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沼田町では、ディスポーザーを指定業者で新設された方に２５，０００円の設置助成金（中
学生以下児童扶養世帯は５０,０００円）を交付しています。 
また、毎月の使用料は平成２８年４月から５００円の使用料が２５０円となり、毎月かかる

設置者の負担が軽減されています。 
まだ設置されていない方は、この機会に是非ご検討下さい。 

 
ディスポーザーとは？ 
台所の流し台の下部に取り付け、生ごみを粉砕して水と一緒に排水管に流す家電機械（生ご

み粉砕機）です。野菜くずや残飯などを速やかに排出することができるので、台所を衛生的に
保つことができ、家庭から収集ごみとして出していた生ごみの量を減らすことができます。 
 
■お問合せ 建設課 管理グループ ☎３５－２１１６ 

北海道及び沼田町では、道税（自動車税）・各種町税及び公共料金の滞納解消のため、徴収対

策を強化することとしております。なお、特別な事情などにより一度に納付することが困難な場

合は、納付相談を随時受付しておりますのでご連絡下さい。 

 

■お問合せ 

 〈道 税〉 空知総合振興局 深川道税事務所 ☎２３－３５７８ 

 〈町 税〉 住民生活課 税務グループ    ☎３５－２１１５ 

 〈公営住宅〉 住民生活課 生活環境グループ  ☎   〃     

 〈上下水道〉 建設課 管理グループ      ☎３５－２１１６ 

 〈介護保険〉 保健福祉課 保険グループ    ☎３５－２１２０ 

 〈後期保険〉      〃           ☎    〃    

１０月は公共料金等特別納付推進強化月間です 



 10月 15日から季節性インフルエンザワクチン接種が始まります 日曜・祝日当番医のお知らせ 

１０月１３日から１０月２７日までの行事予定 

行事名           時 間    場 所 

１０月１３日（木） ふれあい総合健診       ６：３０～ ふれあい 

１４日（金） ふれあい総合健診       ６：３０～ ふれあい 

       高齢者元気１００倍！教室  １０：００～ 認定こども園 

       雪合戦教室         １９：００～ 町民体育館 

１５日（土） 萌の丘ハイキング       ９：００～ ふれあい前 

１７日（月） 脳トレ教室         １０：００～ ふれあい 

       HIPHOP ダンススクール   １６：４５～ ゆめっくる 

       フィットネス教室      １９：００～ ゆめっくる 

１８日（火） 高齢者サロン        １０：００～ 旭町コミセン 

       月例行政相談        １３：００～ 町民会館 

２０日（木） 乳幼児健診         １１：４５～ ふれあい 

       スポーツクラブ定期利用   １９：００～ 町民体育館 

２１日（金） 雪合戦教室         １９：００～ 町民体育館 

   ２５日（火） 萌の丘ハイキング       ９：００～ ふれあい前 

          高齢者サロン        １０：００～ 緑町コミセン 

  ２７日（木） スポーツクラブ定期利用   １９：００～ 町民体育館 

◆１０月１６日（日） 

歯   科   系…ぬまくら歯科（深川市）      ☎２２－５６１５ 

内科・外科系…深川市立病院           ☎２２－１１０１ 

◆１０月２３日（日） 

歯   科   系…きたじま歯科クリニック（深川市） ☎２６－８８８１ 

内科・外科系…深川市立病院           ☎２２－１１０１ 

◆１０月３０日（日） 

歯   科   系…もじり歯科クリニック（赤平市）  ☎０１２５ー３２－１１８１ 

内科・外科系…深川市立病院           ☎２２－１１０１ 

 

接種される方の年齢等により、回数や費用などが異なります。詳しくは区長発送でお届けし

ました別紙（ピンク色）の『インフルエンザ予防接種費用助成について』をご確認ください。 

 

■お問合せ 保健福祉課 健康グループ ☎３５－２１２０ 

家屋（住宅・納屋・車庫等）の届出をお忘れではありませんか？ 

沼田町では非常災害やその他緊急事態の情報の伝達手段として、携帯電話等で電子メールによ

り情報を受信できる情報配信サービス「メールぬまた」を実施しています。随時登録を受け付け

ておりますので、町民皆様方のご登録をよろしくお願いいたします。 

 

登録方法                                                      

１．numata_info-1@req.jp へ空メールを送信してください。  

 (ＱＲコード対応機種をお持ちの方は、右のコードを読み取ると便利です。) 

※件名、本文については空白のままで結構です。 

２．送信後、〔メールぬまた登録手続きご案内〕というメールが送られてきます。 

３．メールを開くと登録画面が表示されるＵＲＬが記載されていますので、クリックして登録画面に

接続してください。 

４．登録画面にて必要事項を入力し、送信をすると登録確認画面に切り替わります。 

入力した情報に誤りがなければ再度送信してください。送信完了後、メールぬまたから 

〔ご登録ありがとうございます〕というメールが届けば登録完了です。 

※利用者の方でメールアドレスが変わった場合や、迷惑メール防止設定をしていると、受信できな

い場合がありますので、設定を確認の上、ご登録をお願いします。 

 

■お問合せ  総務財政課 広報情報グループ  ☎３５－２１１１ 

 

 

「メールぬまた」登録受付中です！ 

次のような場合は、忘れずに１２月３０日までに届出をして下さい。 

①建物を新築または増築したとき → ご連絡下さい。建物の評価に伺います。 

②建物を取り壊したとき     → 家屋滅失の届出をして下さい。 

③建物の所有者が変わったとき  → 所有者変更の届出をして下さい。 

（②と③については、登記をされた方は不要です。） 

 

■届出・お問合せ  住民生活課 税務グループ ☎３５－２１１５ 

 
 

                                            
    

      

沼田町教育委員会ブログ 検 索 

各種事業の取組や、お知らせなどを掲載して 
います。どうぞご覧ください。 

 

スマホは 

QRコードから 

 

 

教育委員会ブログ 
 

URL http://blog.canpan.info/numakyoui/ 

 


